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第３章 地方と国、地方間の関係 

第１節 地方と国の関係 

１ 行政の関与 

地方自治団体と国家機関の関係は、基本的には独立しつつ支援・協力・調整を行う

非権力的な監督関係であり、例外的に国政の統合性確保のために権力的監督手段が認

められるにすぎない。しかし、国家委任事務（団体委任事務及び機関委任事務）にお

いては、国の強い監督下にある。 

〈図表３－１〉行政権による関与 

準立法的関与 大統領令等の命令の制定、条例準則・訓令等の制定など 

準司法的関与 行政審判制度 

行政的関与 非権力的関与及び権力的関与 

 

〈図表３－２〉行政機関（国家）による行政的関与の例 

非権力的関与 権力的関与 

資料提出の要求 行財政監査の実施 

報告の受領 承認、許認可 

技術的助言又は勧告、指導 命令、取消などの処分 

協議、調整  

（１）地方自治団体に対する国家の指導・監督・支援・調整 

ア 国家の指導・監督関係 

・地方自治団体の行政機構と地方公務員の定員に係る勧告（地方自治法第 125 条第

３項） 

・地方自治団体の事務に対する助言・勧告・指導とそれに関する資料提出要求 

（地方自治法第 184 条第１項） 

   ・国家委任事務処理についての指導・監督（地方自治法第 185 条） 

・違法・不当な命令・処分の是正命令（地方自治法第 188 条） 

・国家委任事務不履行時の職務履行命令及び代執行（地方自治法第 189 条） 

・地方自治団体の自治事務についての監査（地方自治法第 190 条） 

・地方議会の違法議決事項等に対する再議要求と提訴（地方自治法第 192 条） 

イ 国家の支援関係（地方自治法第 184 条第２項） 

・財政支援：国家補助金、地方交付税など 

・技術支援：科学･技術の開発・普及など 

ウ 紛争及び協議事項の調整 

・地方自治団体（の長）間の紛争に対する行政安全部長官による調整（地方自治法

第 165 条第１項） 

・行政協議会において市・道間で合意形成されない場合における行政安全部長官に

よる調停（地方自治法第 173 条第１項） 

・中央行政機関と地方自治団体間の長の間の意見相違の場合の協議調整のため、国
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務総理所属下に行政協議調整委員会を設置（地方自治法第 187 条第１項、同法施

行令第 106 条第１項） 

〈図表３－３〉指導・監督者の区分  

対   象 指導・監督権者 

広域自治団体 行政安全部長官又は主務部長官（国） 

基礎自治団体 
広域自治団体の長（広域自治団体） …第１次的 

行政安全部長官又は主務部長官（国）…第２次的 

国 家 事 務 行政安全部長官又は主務部長官（国） 

（２） その他 

ア 国家公務員の配置 

地方自治団体の職員のほとんどは地方公務員であるが、法律で規定する場合には

国家公務員を置くことができる（地方自治法第 125 条第５項）ほか、地方自治団体

のいくつかの職は国家公務員とされている。たとえば広域自治団体の副団体長(副知

事・副市長)が２名以上の場合１名以上は政務職又は一般職の国家公務員を任命する

こととなっている（地方自治法第 123 条第２項）。 

なお、地方自治団体に勤務する国家公務員の数は、地方自治団体に置く国家公務

員の定員に関する法律により制限されており、現在の定員は 59 名となっている。

（地方自治団体に置く国家公務員の定員に関する法律施行令第２～４条、中央・地

方間の人事交流を除く）。 

イ 監査院の検査及び監査 

（ア） 必要的検査事項 

国家機関である監査院は、地方自治団体及び地方自治団体が資本金の２分の

１以上を出資している法人の会計を検査することとされている（監査院法第 22

条第１項）。 

（イ） 選択的検査事項 

監査院は必要と認める場合あるいは国務総理の要求がある場合には、次の事

項について検査できる（監査院法第 23 条）。 

a 地方自治団体以外の者が地方自治団体のために取り扱う地方自治団体の現

金・物品又は有価証券の受払 

b 地方自治団体が直接又は間接に補助金・奨励金・助成金・出捐金等を交付し又

は貸付金等で財政援助を供与した者の会計 

c b の者がその補助金・奨励金・助成金・出捐金等を交付した場合、その交付さ

れた者の会計 

d 地方自治団体が資本金の一部を出資した者の会計 

e 地方自治団体が資本金の一部を出資した者の出資先の会計 

f 地方自治団体が債務を保証した者の会計 

g 民法法人又は商法法人以外の法人で役員の一部又は全部が地方自治団体から

任命されたり任命承認された団体等の会計 
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h （ア）又は b～f の者と契約を締結した者のその契約に関連する事項に関する

会計 

（ウ） 職務監察 

      監査院は、地方自治団体の事務と当該団体に所属する地方公務員の職務、法

令に基づき地方自治団体の事務を受託・代行する公務員・準公務員の職務を監

察することとされている（監査院法第 24 条）。 

 

２ 立法による国家の関与 

憲法の規定によって、地方自治団体の組織と運営などは法律で定める。法律の制定

を通じて地方自治制度を具体化してその活動の領域と自由を事前に保障・制限するこ

ともできる。 

地方自治団体の種類、地方議会の組織、権限及び議員選挙並びに地方自治団体の長

の選任方法、その他地方自治団体の組織及び運営に関する事項は、法律で定める（憲

法第 117 条第２項、第 118 条）。国会は法律又は予算の審議権を通じて、地方自治団

体の活動を間接的に統制する。 

立法による関与は本来、行政の全国的統一を維持する必要があることに関して行政

の目的と水準の基準を定めることであるが、行政範囲の拡大とともに地方自治団体の

事務に関連する立法が増大している。 

さらに、地方自治団体の組織及び運営に関連する事項を法律で定めるとともに、こ

れを補うために行政立法、すなわち大統領令等により規定することも少なくない。 

 

３ 司法の関与 

 司法機関による関与は、地方自治団体の権限行使の適法性を裁判するという事後的

関与として現れる。 

例えば、地方議会の議決が法令に違反すると判断される時は地方自治団体の長によ

る再議要求のみならず上部行政機関が地方自治団体の長に再議要求を行うことを求め

ることが可能である。地方議会がそれを再議決した際には、地方自治団体の長は大法

院に提訴することができる（地方自治法第 107 条第３項、第 172 条第３項）が、当該

地方自治団体の長が提訴しなければ、上部行政機関が地方自治団体の長に提訴を指示

したり、直接提訴できる（地方自治法第 172 条第４項）。 

憲法は自治団体の違法な処分に対する抗告訴訟、自治団体に対する公法上の権利関

係に関する訴訟、その他自治団体が当事者となる訴訟を裁判所の管轄とし（憲法第 107

条）、裁判所は判決を通し、間接的に自治団体に対する法規監督を行う。 

 

４ 国と地方又は地方間の権限争議の審判 

韓国には憲法裁判所があり、国家機関相互間、国家機関と地方自治団体間及び地方

自治団体相互間にその憲法的権限・義務の範囲や内容について争いが生じた場合、当

該国家機関又は地方自治団体が憲法裁判所に権限審判請求をすることができ、口頭弁
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論により審判を行うこととされている。 

憲法裁判所の権限争議決定に対しては、関係国家機関又は地方自治団体は、その処

分や不作為を是正しなければならない。なお、他の国家機関や地方自治団体も憲法裁

判所の決定を尊重しなければならない（憲法第 111 条、憲法裁判所法第 61 条～第 67

条）。 
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第２節 地方間の関係 

１ 基本原則 

地方自治団体は独立した法人格を持つ団体であり、相互間には対等かつ独立した関

係を持つ。 

その前提で、地方自治法は、地方間の協力の仕組みを定めている。 

なお、国家委任事務など一定の範囲内においては、広域自治団体の長が基礎自治団

体を指導・監督する仕組みとなっている。 

 

２ 地方公共団体間の協力･支援関係 

（１）行政協議会 

地方自治団体は、２個以上の地方自治団体に関連する事務の一部を共同処理する 

ために、関係地方自治団体の行政協議会を構成することができる（地方自治法第 169

条第１項）。 

関連する事務とは、広域計画及び執行、公共施設の共同設置などであり行政協議

会の中には特定の課題への対処を目的とするものも多く、観光開発・交通・教育・

エネルギーなど、行政が扱う幅広い課題が含まれる。その他、各地域・都市圏毎の

行政協議会等があり、情報交換や懸案問題に対応し、自治団体間の紛争の予防にも

繋がっている。 

（２）地方自治団体組合 

２以上の地方自治団体が相互間の事務を共同処理するために、法人である地方自 

治団体組合を設立することができる（地方自治法第 176 条）。なお、公益上必要な

場合、行政安全部長官が地方自治団体組合の設立や解散又は規約の変更を命じるこ

とができる（地方自治法第 180 条第２項）。2025 年 6 月末現在、釜山・鎮海経済自

由区域の各種許認可や外資誘致等の事務を行う「釜山・鎮海経済自由区域庁」等５

つが存在する。 

（３）事務の委任・委託 

所管事務の一部について、他の地方自治団体に委任・委託して処理することがで

きる。（地方自治法第 117 条、第 168 条第１項）。 

（４）広域自治団体による基礎自治団体への財政・技術支援 

市・郡及び自治区に対しては、市・道から財政及び技術の支援が提供される（地 

方自治法第 184 条第２項）。 

 

３ 一定の範囲内の指導・監督・調整関係 

（１）広域自治団体による指導・監督関係 

国家による指導・監督と同じように、市・郡・区に対する広域自治団体の長（以 

下「市・道知事」という）による指導・監督も存在する。 

・地方自治団体の事務に対する助言・勧告・指導とそれに関する資料提出要求（地

方自治法第 184 条第１項） 
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・国や市・道の委任事務についての市・道知事の指導・監督（地方自治法第 185

条） 

・違法・不当な命令・処分の是正命令（地方自治法第 188 条） 

・国や市・道委任事務の不履行時の職務履行命令及び代執行（地方自治法第 189

条） 

・市・郡・区の自治事務についての監査（地方自治法第 190 条） 

・地方議会の違法議決事項等に対する再議要求と提訴（地方自治法第 192 条） 

  ・市・郡・区の地方自治団体組合に対する指導・監督。なお、市・道の地方自治団

体組合に対する指導・監督は行政安全部長官による指導・監督を受ける（地方

自治法第 180 条）。 

（２）地方自治団体相互間の紛争調整 

  地方自治団体相互間や地方自治団体の長相互間において、事務処理に関する紛争 

が生じた場合、行政安全部長官や市・道知事が当事者の申請により調整できる（地 

方自治法 165 条第１項）。 

  なお、行政協議会において合意形成されない事項に対しても、行政安全部長官や 

市・道知事が関係自治団体の長の調整要望により調整できる（地方自治法 173 条第 

１項）。 

ア 中央紛争調停委員会による調整（地方自治法第 166 条） 

行政安全部内に地方自治団体中央紛争調停委員会を設置し、協議事項の調整に必 

要な事項を審議・議決する。中央紛争調停委員会が審議・議決する事項は、以下の

とおり。 

 ・市・道間又はその長の間の紛争 

・市・道を別にする市・郡及び自治区間又はその長の間の紛争 

・市・道と市・郡及び自治区間又はその長の間の紛争 

・市・道と地方自治団体組合間又はその長の間の紛争 

・市・道を別にする市・郡及び自治区と地方自治団体組合間又はその長の間の紛

争 

・市・道を別にする地方自治団体組合間又はその長の間の紛争 

イ 地方紛争調停委員会による調整（地方自治法第 166 条） 

   中央紛争調停委員会が行う調整以外のものについては、市・道内に地方自治団

体地方紛争調停委員会を設置して協議事項の調整に必要な事項を審議・議決する。 
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第３節 地方自治団体の長の協議体・連合体 

1991 年の地方自治の復活とともに、地方自治団体の利益を代弁する全国連合組織が

順次結成されてきた。 

地方自治法第 182 条第１項では、地方自治団体の長又は地方議会の議長は相互間の交

流と協力を増進するとともに、共同の問題を協議するため、次の区分に従い、それぞれ

協議会を設立できるとし、全国連合組織に法的根拠を与えている。 

１ 市・道知事 

２ 市・道議会議長 

３ 市長・郡守・自治区庁長 

４ 市・郡・自治区議会議長 

また、これら４種の協議体がすべて参加する地方自治団体の連合体も設立可能である

（地方自治法第 182 条第２項）。 

協議会又は連合体を設立した場合には、その代表者はそのことを遅滞なく行政安全部

長官に申告しなければならない（地方自治法第 182 条第３項）。また、協議会又は連合

体は地方自治に直接的な影響を及ぼす法令等について、行政安全部長官を通じて政府に

意見を提出することができる（地方自治法第 182 条第４項）。 

〈図表３－４〉 韓国の地方自治団体全国連合組織 

名 称 発足年 会 長 事務局所在地 

大韓民国市道知事協

議会 

1999 年 劉正福（仁川広域市長） ソウル特別市鐘路区 

大韓民国全国市長・郡

守・区庁長協議会 

1999 年 趙在九（大邱広域市南区庁長） ソウル特別市永登浦区 

大韓民国全国市･道議

会議長協議会 

1991 年 安成民（釜山広域市議会議長） 世宗特別自治市 

大韓民国市郡自治区

議会議長協議会 

1991 年 金顯基（清州市議会長） ソウル特別市永登浦区 

（2025 年６月末現在） 

 

また、最近の動きとして、国と地方自治団体間の疎通と協力を強化し、地方自治と地

域間の均衡発展に関連する重要政策を審議するため、地方自治法の全部改正（2022 年１

月施行）に併せて「中央地方協力会議」が設置された（地方自治法第 186 条）。 

本協力会議は、大統領が議長を、国務総理と大韓民国市・道知事協議会長が共同副議

長を務め、17 の広域自治団体の長全員がメンバーとして参加。また、経済副首相、社会

副首相、行政安全部長官などの主要な中央行政機関長と全国市長・郡守・区庁長協議会

長、全国市・道議会議長協議会長、全国市郡区議会議長協議会長も正式メンバーである。 

協力会議では、国家-自治団体間の協力、権限・事務・財源配分など、地方自治との均

衡発展に係る事項が幅広く議論され、国と地方自治団体は、会議の結果を尊重し、誠実

に履行する義務がある。 
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円滑な会議運営のために実務協議会も構成される。実務協議会は、行政安全部長官と

市・道知事１人が共同議長を務め、市・道副団体長及び関係省庁次官らが参加する。 

 

 


